
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集・発行： 落合事務所・落合公民館 

住  所  ： 中津川市落合７２８番地の２ 

電  話  ： 0573-69-3201 

Email     : ochiai-office@city.nakatsugawa.lg.jp 

まちづくり推進協議会が発行した「続・落合郷土誌」が、落合保育園、落合小学校、落合中

学校に寄贈されました。1 月 26 日に開催された４長（落合事務所と保育園、学校の長）の会

議に飯森会長が訪れて同誌を 

手渡しました。飯森会長はＪ 

Ａ落合支店と落合郵便局も訪 

れ、同誌を寄贈しました。受 

け取ったＪＡの三浦支店長は、 

「地域を知るための資料とし 

て、ありがたく利用させてい 

ただきます」と話していまし 

た。 

 

まち協の代表が市長と面談しました 
2 月 15 日、落合まちづくり推進協議会の飯森会長ら代表２名が市役所を訪れ、青山市長

と面談を行い、落合地区で取り組んだことをテーマに、この 1 年間の協議会の活動の中から、

落合宿の振興や歴史文化の伝承、子どもたちの教育、防災対策などについて、意見交換をし

ました。 

協議会が 7 年の編纂期間を経て昨年 12 月に完成した「続・落合郷土誌」の寄贈を受けた

市長は、落合の人々が力を合わせて歴史や文化を継承する姿や落合地区 50 年の変遷をまと

め上げた編纂委員の長年の努力に対して敬意を表しました。また、飯森会長からは、今年度

末に復元を予定している高札場の完成後の姿や急ピッチで進めている手作りによる製作の様

子が報告されました。 

このほか、協議会が発行した「落合の民話」を学校の歴史文化の教材に活用する来年度の

計画を市長に説明するとともに、学校とも連携しながら次世代を担う子どもたちの地域愛の

醸成につなげていきたいと抱負が語られました。 

 

青山市長（左）と飯森会長 



 

 

－3 月のお知らせÜ 

■３月９日(水)19 ：00～／落合公民館 

学校開放施設利用団体調整会議 

 ※令和 4 年度に学校施設 （体育館･グラウ

ンド）を利用予定の団体代表者はご出

席ください。 

 ※令和３年度に定期利用された団体には

案内通知を送付しています。 

             20 日   地域の おじさん おばさん ありがとう                 
                      ※ きもちのよい あいさつは できていますが？ 

感謝のきもちを わすれずに。 

毎月第３日曜は「家庭の日」       中津川市青少年健全育成推進市民会議落合支部  
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落合地区の  （令和４年  １月末  合計 ３，５３７人  男 １，７４８人  女 １，７８９人  世帯数 １，４２５世帯） 

人口世帯数  （令和３年 １２月末  合計 ３，５４２人  男 １，７５３人  女 １，７８９人  世帯数 １，４２３世帯） 

可燃ごみ：月・木曜日  

不燃ごみ： ３月 ９日（水）  

資源ごみ： ３月  ４日（金）  

大型ごみ： ３月 2３日（水）  

※大型ごみは有料になります。予約が必要です。 

℡：0573-62-0085（環境センター） 

※リサイクルボックス（公民館敷地内：24 時間可） 

回収物：新聞紙・ダンボール・雑誌・牛乳パック 

 

４月１３日（水） 

４月 １日（金） 

４月２７日（水） 

 新型コロナワクチン接種のお知らせ ⑫ 

■接種時期が来たら、早めの接種をご検討ください 

新型コロナウイルスワクチンの追加（３回目)接種

が始まっています。順次、接種券付き予診票を送付し

ます。早めの接種をご検討ください。 

６５歳以上の方、基礎疾患がある方などは２回目接

種の６カ月経過後から３回目接種が可能になります。

それ以外の方も、今後接種時期の前倒しの可能性があ

りますので、詳しくはホームページをご確認くださ

い。 

☞広報なかつがわ３月号２０ページ参照 

■中津川市コロナワクチンコールセンター    

 ☎0573-65-5100 
中津川市ＨＰ 

鬼は～外、福は～内！ 

２月３日(木)、落合保育園で節分の豆まきが行

われました。鬼の登場に逃げ回る子、豆を投げて

勇敢に立ち向かう子の姿が見られました。最後

に園児たちが自分の弱いところを書いた紙を鬼

が持ってきた袋に入れると、鬼は持ち去ってい

きました。「なきむし」「おこりむし」「かたづけ

ないむし」、弱いところが取れた子どもたちの姿

は少し成長した様に見えました。 

 

 

5 号区の上田さよさんが、法務大臣から

人権擁護委員に委嘱されました。任期は令

和 4 年１月１日から令和６年 12 月 31 日

で、上田さんは平成 22 年から 5 期目の委

嘱となります。 

人権擁護委員は、人権に関する相談を受

けたり人権の考え方を広めたりする活動を

行います。私たち一人ひとりが人権感覚を

身につけることが大切な時代を迎えていま

す。よろしくお願いします。 

 

よろしくお願いします 
～人権擁護委員～ 


